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現代の行政が直面する、国際調和化、技術情報の分散化、官民関係の多元化の中で、官

民が相互に作用・依存し合う規制空間の構造は、どのように変容しているのか。また、そ

のような規制空間において、規制行政機関はどのような裁量確保戦略を採っているのか。

これを明らかにすることは、官民が協働する現代の規制空間の構造を議論する上で、極め

て重要である。本研究は、我が国の産業を代表する３品目（自動車〔軽自動車〕・木造建築

〔木
、
造３

、
階建て共

、
同住宅〕・電気用品〔情報技術装置〕）の安全等に関する規制の、技術基

準の設定・実施プロセスの事例研究を通して、これを明らかにすることを目的とする。 
本研究では、まず第１章で、①政府・規制機関を取り巻く行政資源の制約と行政需要・

責任追及の高まりというジレンマ状況の中で、官民協働が以前にも増して多く見られ、実

務・学界において、その類型化や評価等への注目度が高まっていること、②官民協働もそ

の構成要素である NPM（新しい公共管理）論の登場以来 30 年近くを経た今、より実態に

即した新たなレジームの出現が唱えられていること、を述べ、本研究において官民が協働

する規制空間の構造とその変容を分析することに一定の行政学的意義があることを論じた。 
次に、第２章で、本研究における事例分析の枠組みを設定し、具体的な論点の整理を行

った。すなわち、まず、本研究では、規制空間における規制行政機関固有の存在意義を認

める先行研究に依拠しつつ、ガバメント構造とガバナンス構造との接点（「シャドー・オブ・

ヒエラルキー」）で観察される両者の相互作用を考察対象にすることとした。そして、規制

における官民関係を論じた囚虜理論を見直しながら、本研究では、①従来の業界団体論で

は必ずしも捉えきれていない、技術情報発見の場としての被規制者コミュニティ内部の状

況、②従来の官民関係論では看過されがちな、規制者コミュニティ内部の調整と官民関係



との関連性、③従来の行政裁量論や行政指導論が必ずしも捉えきれていない、規制者から

被規制者に対する様々な裁量行使の方法とその変化、④従来のプリンシパル・エイジェン

ト（P-A）論が必ずしも論じてこなかった、国内外の複数の規制者とそのエイジェントで

ある被規制者との多元的関係、及び、その中での規制行政機関の裁量行使戦略、といった

論点を抽出し、それらについて、実態に即して検討することとした。 
 なお、本研究は、異なる技術基準の設定・実施の仕組みを持つ３つの規制領域における

制度運用の実態、及び、その経年的な変化を観察し、相互比較により上記論点に関して各

規制空間に共通する傾向を捉えるというものであり、定性的研究の手法を、その方法論上

の強みを活かして用いている（第３章）。 
個別の事例研究を通して得られた知見は、次の通りである。 
自動車の場合、国際調和化を求める国内外の圧力が強まっていること、及び、設定すべ

き技術基準の範囲が広がり、それが細部にまで及ぶようになったことにより、参照すべき

技術情報が高度に専門化し、また、技術基準設定に係るステークホルダー間の利害調整の

必要性が高まった。このことにより、自動車交通局は、民間から技術情報の提供を受ける

など、リソース面での依存関係を築くと同時に、基準設定に係る行政部局間・官民・民間

の利害対立とその調整メカニズム、及び、協調関係を意識的なプロセス管理により組み込

みつつ、基準の国際調和化に向かうアクターのインセンティブを戦略的に利用して、安全

という政策目標を実現していこうとしていた。このとき、余力あるメーカーは、安全基準

を充実させるという世界的な趨勢を奇貨として弱小メーカーとの差を広げようとし、国内

での規制強化を求めた。こうして規制に積極的なメーカーと規制者の利害が一致したとき、

それに消極的なメーカーにも結果として技術が強制された。自交局は、たとえ一部メーカ

ーがもっともな理由を挙げて応じようとしない状況でも、国際調和化の潮流や積極的なメ

ーカーの支持を用いて、衝突安全規制導入を進めることができた（第４章）。 
木造建築規制は、災害対策、軽量鉄骨の普及、建築学会の「木造禁止の決議」等を受け

て徐々に強化されていく時代から、諸要因を受けて緩和される時代へという流れを辿った。

その規制緩和、及び、木三共の登場は、確かに日米林産物協議を端緒とする。しかし、住

宅需要を受けた供給者側での新工法木造建築への流れ、土地の有効利用や木への愛着、国

内の林業・大手製材業の慢性的不況からの脱却と地域振興に向けた動き、木造技術の進展

により、木造建築は以前から復権しつつあった。住宅局は、法令体系への新工法の組み込

み、民間からの申請に基づく大臣認定、民間との協力による実証実験での安全性等確認に

より、自らの裁量を維持し一定の責任を果たしてきた。木材市場開放等を求める外圧と、

木造建築を見直す動きや国内における建築規制の運用実態とが作用し合う中で、住宅局の

裁量は、建築確認による規制の実質化、建築確認を義務付ける類型の設定や検査機関の指

導・監督、住宅金融・性能評価・保険を合理的に組み合わせる制度の設計と運用、基準設

定の体制作り等で、むしろ維持・強化されているとさえ言える（第５章）。 
 電気用品に関しては、EMI（電磁妨害波）の自主規制団体 VCCI の成立プロセスと国際



CISPR（国際無線障害特別委員会）規格の国内化プロセス、及び、電気用品安全法の構造

改革の動向を採り上げた。1980 年代の規制改革期、VCCI は、郵政・通産両省が共管して

いたコンピュータの管轄問題の中で生まれた。業界の自主規制という形を採って EMI 規制

が電波法の枠から外れたことの結果として郵政省の実質的規制権限が弱められたことは、

工業会や通産省にとって、迅速な国際基準への対応や自由度ある政策展開に好都合であっ

た。規格の国内化プロセスおいて、VCCI の母体である工業会は、国内における規制の実

効性担保や他国との協定締結においてその後ろ盾となる経産省と、CISPR に対する窓口で

ある総務省との狭間にあって、事あるごとに両省と連携することが求められた。こうした

中での電安法の構造改革は、商務情報政策局製品安全課の自律的リードによって作業が進

められており、業界側は、経産・総務両省から情報を収集しながら、法令体系の中に自主

規制を位置付けてもらうことや民間規格の是認スキームに自ら関与していくことの可能性

を、模索していた（第６章）。 
以上の事例研究を通して、次のような、規制空間の構造変容が明らかになった（以下、

第７～８章）。 
自動車の場合、技術基準設定プロセスが「審議会型」から「フォーラム型」へと変化し

ている。すなわち、かつては自動車メーカーのエンジニア各々（業界団体）が技術情報を

データと共に基準設定の場に持ち寄り、規制者はそれをかなり尊重して基準の最終決定を

下していた。しかし最近では、民間メーカーと規制者とが双方向的に情報をやり取りしな

がら基準設定をするようになっている。これは、国際調和化の進展に伴う情報調達と利益

調整の必要性の高まり、自動車安全政策への機能的対応、官民関係の変化、審議会改革へ

の対応による。 
木造住宅の場合、かつては、現場大工の専門性や運用を尊重するという色彩が強かった。

今でもその特徴がないわけではないが、より高度な技術情報を用いた大規模木造建築物の

出現に伴って、官民協働プロジェクト型の技術開発・実証実験によって安全性等の確認が

行われ、また、民間の申請に対する大臣認定で、技術基準は新工法等に対して柔軟に実施

されるようにもなっている。さらに、建築確認と各種誘導制度との併用により、建築規制

の実質化も図られている。 
電気用品の場合、規制緩和の潮流の中で、自己責任型規制への移行が進んだ。しかし近

年ではむしろ、規制対象品目の多様化と法規制のみでの捕捉難化により、自己・第三者認

証を含む法規制と業界の自主規制との分担管理や協調が模索されている。電安法では、規

制の実効性向上のため、事後的・間接的な規制行政機関の関与が重要性を持つようになっ

てきているのに対し、自主規制団体には、規制行政機関が整備する法令体系の中で、具体

的な仕様や性能規定解釈のガイドラインの策定等を通して、その存在意義を示すことが期

待されている。 
以上により本研究で明らかになったのは、３事例にかなり共通して、国際調和化、規制

対象技術の多様化・詳細化、高度専門化、それに伴う基準をめぐる利害対立の顕在化、規



制能力の分散等、規制空間の構造が変容していること、そしてそれにより、規制行政機関

の裁量行使戦略が変化してきていることである。 
すなわち、規制行政機関は、自らの責務を果たしていくに当たって、政策や規制に直接

働き掛けるよりもむしろ規制プロセス全体を見渡し、官民・民間にある協調・対抗関係を

利用しつつ、規制システムを管理・制御する役割を果たしており、そうして規制空間への

コミットメントを担保している。こうして、規制行政機関の役割や裁量は形を変えて、む

しろ大きくなってさえいる。このとき、規制行政機関自ら、専門技術者等との連携により

技術情報の確保にも努めている。 
そうして規制行政機関が自律的に行使し得るのは、例えば、①いかに政策プロセスのア

ジェンダやフレーム（重視すべき価値）、スケジュールを設定するかや、どのステークホル

ダーに政策プロセスへの参加を認め、規制を円滑に進めるために自分が誰と組むのかとい

う「調整の場やプロセスの管理」に関する裁量、②どの国際基準や民間の仕様書・規格を

どういった手続・交渉によって法令システムの中に取り込むのか（そうして法令の外延を

拡張するのか）や、どのような法規制と民間規格等との分担管理のシステムを作るのかと

いう「法令システム・インフラの整備」に関する裁量、③自己・第三者認証、自主規制団

体の活動に自らがいかなる方法で関与をすることによって、自らが果たすべきミッション

である規制の実効性を高めていくかという「規制実施手段の制度・仕組みの選択」に関す

る裁量、等である。これは、基本的に一元的な P-A 関係に注目してきた NPM 論を含め、

これまでにあまり明示的・実証的に言われてこなかったことである。 
規制行政機関は、そうして被規制者等とのエイジェンシー・スラックを小さくしようと

しており、それが「社会管理」の技術として確立しつつある。それが実効性を持ち得るの

は、規制行政機関がすべてを保証する従来型の規制ではなく、安全・安心に関する責任を

官民で分担して負うべきだといった思考が共有され定着しつつあり、それに呼応して、民

間の規制手続の整備・運用の能力が相当の正当性と実効性を備えるようになっているため

でもある。 
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